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地
方
政
府
の
長
の
生
存
分
析 

―
―
首
長
・
議
会
関
係
と
政
権
安
定
性
―
―

築　
　

山　
　

宏　
　

樹

一　

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
日
本
の
地
方
政
府
の
長
の
存
続
期
間
の
規
定
要
因
を
、
首
長
・
議
会
間
の
協
調
関
係
と
の
関
連
か
ら
実
証
的
に
明
ら
か

に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
の
地
方
政
府
は
、
首
長
と
議
会
を
住
民
が
直
接
選
挙
す
る
二
元
代
表
制
を
採
用
し

て
い
る
が
、
諸
外
国
の
大
統
領
制
や
市
長
公
選
制
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
執
政
長
官
の
任
期
制
限
（term

 lim
it

）
の
仕
組
み
は
設
け

て
お
ら
ず
、
首
長
の
多
選
が
一
般
的
で
あ
る
。
任
期
制
限
自
体
、
政
治
家
の
再
選
の
可
能
性
を
断
ち
、
彼
ら
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ

一　

は
じ
め
に

二　

理
論
仮
説

三　

デ
ー
タ
と
方
法

四　

分
析
結
果

五　

結　

論
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テ
ィ
を
低
下
さ
せ
か
ね
な
い
論
争
的
な
制
度
的
取
り
決
め
で
あ
る
が）

（
（

、
同
一
の
人
物
が
執
政
長
官
の
ポ
ス
ト
を
独
占
し
続
け
る
こ
と

も
ま
た
、
政
治
家
個
人
の
情
実
主
義
（favoritism

）
に
よ
る
非
効
率
的
な
政
策
決
定
を
生
み
出
し
か
ね
ず
問
題
が
な
い
わ
け
で
は

な
い
（e.g. Coviello and Gagliarducci 20（7

）。
日
本
の
事
例
で
は
、
首
長
の
多
選
が
行
財
政
運
営
を
悪
化
さ
せ
る
か
否
か
は
知
見

が
一
貫
し
な
い
も
の
の
（
藤
澤
二
〇
〇
四；

小
林
・
近
藤
二
〇
〇
八；

鷲
見
二
〇
一
八；

辻
二
〇
一
三）

2
（

）、
首
長
の
多
選
問
題
―
そ
の
弊

害
や
是
非
は
、
し
ば
し
ば
国
内
に
お
い
て
選
挙
上
の
争
点
や
立
法
上
の
課
題
と
し
て
衆
目
を
集
め
て
き
た）

（
（

。

　

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
社
会
的
な
関
心
の
高
さ
に
反
し
て
、
首
長
の
多
選
の
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
実
証
的
な
検
討
が
十

分
に
行
わ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
首
長
選
挙
は
、
独
任
制
の
公
職
選
挙
と
し
て
、
現
職
優
位
が
働
き
、
現
職
が
再
選
を
重
ね
や

す
い
条
件
を
有
し
て
い
る
が）

（
（

、
現
実
に
は
一
期
や
二
期
な
ど
短
期
間
で
首
長
が
交
代
す
る
事
例
も
珍
し
く
な
く
、
な
ぜ
あ
る
首
長
だ

け
が
長
期
／
短
命
政
権
化
す
る
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
こ
の
点
、
既
存
研
究
は
、
地
方
選
挙
に
お
け
る
業
績
評
価
投
票
の
実
証
と

い
う
文
脈
で
、
自
治
体
の
財
政
健
全
化
（
西
川
二
〇
一
二
）
や
公
教
育
の
拡
充
（
田
中
二
〇
一
三
、
第
五
章
）
が
現
職
首
長
の
再
選
を

促
す
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
行
政
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
大
き
く
劣
後
す
る
首
長
は
住
民
の
信
任
を
得
ら
れ
ず
退
場
す
る
、
と

い
う
こ
と
が
首
長
の
短
命
政
権
化
の
一
つ
の
答
え
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

他
方
で
、
比
較
大
統
領
制
研
究
で
は
、
大
統
領
が
任
期
を
全
う
で
き
ず
に
退
陣
す
る
、
大
統
領
の
中
断
（presidential 

interruption

）
や
大
統
領
の
失
敗
（presidential failure
）
の
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
生
存
分
析
に
基
づ
く
実
証
的
検
討
が

行
わ
れ
て
お
り
、
首
長
の
多
選
の
要
因
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
り
う
る
（e.g. Edw

ards 20（5; K
im

 and Bahry 2008; M
artínez 

20（7; M
artínez 202（

）。
こ
れ
ら
の
研
究
内
で
繰
り
返
し
確
認
さ
れ
る
知
見
の
一
つ
は
、
経
済
危
機
や
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
回
避
す
る

の
み
な
ら
ず
、
議
院
内
閣
制
の
内
閣
の
存
続
と
同
様）

5
（

、
議
会
の
支
持
を
調
達
す
る
こ
と
も
大
統
領
の
生
存
に
と
っ
て
重
要
な
役
割
を

果
た
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
従
来
、
大
統
領
制
で
は
、
大
統
領
が
国
民
か
ら
直
接
選
挙
さ
れ
る
上
に
、
議
会
の
信
任
に
依

拠
せ
ず
固
定
任
期
を
得
る
た
め
、
大
統
領
と
議
会
の
対
立
が
深
刻
化
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
硬
直
性
（rigidity

）
と
二
重
の
正
統
性
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（dual legitim
acy

）
が
問
題
と
な
り
、
両
者
の
対
立
が
解
消
さ
れ
ず
、
政
治
体
制
自
体
が
脅
か
さ
れ
る
憲
法
上
の
危
機
に
発
展
し
や

す
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
（Linz （990

）。
し
か
し
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
に
お
い
て
、
大
統
領
に
対
す

る
議
会
の
弾
劾
手
続
き
・
罷
免
決
議
を
通
じ
て
、
体
制
崩
壊
を
伴
わ
ず
に
大
統
領
が
退
陣
に
追
い
込
ま
れ
る
事
例
が
増
加
し
て
お
り

（M
arsteintredet and Berntzen 2008; Pérez-Liñán 2005

）、
大
統
領
の
弾
劾
手
続
き
・
罷
免
決
議
が
、
議
院
内
閣
制
に
お
け
る
内

閣
の
不
信
任
決
議
の
よ
う
に
機
能
す
る
状
況
を
「
大
統
領
制
の
議
院
内
閣
制
化
（the parliam

entarization of presidential 

system
s

）」
と
捉
え
る
議
論
も
現
れ
て
い
る
（e.g. Carey 2005

）。

　

そ
も
そ
も
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
制
の
よ
う
に
、
大
統
領
に
強
い
立
法
権
力
が
与
え
ら
れ
て
い
て
、
大
統
領
の
政
策
提
案
に

対
し
て
議
会
が
受
動
的
な
立
場
に
置
か
れ
る
場
合
で
も
、
議
会
が
常
に
機
能
不
全
に
陥
る
わ
け
で
は
な
い
（Cox and M

orgenstern 

200（

）。
制
定
法
（statute

）
は
一
旦
成
立
す
れ
ば
覆
す
こ
と
が
難
し
く
、
憲
法
上
も
健
全
な
手
続
き
と
み
な
さ
れ
や
す
い
か
ら
、

大
統
領
令
（decree

）
に
基
づ
く
現
状
変
更
よ
り
も
大
統
領
に
と
っ
て
好
ま
し
い
だ
ろ
う）

（
（

。
す
る
と
、
通
常
の
立
法
過
程
に
お
い
て

は
、
議
会
の
拒
否
権
を
見
越
し
て
大
統
領
が
予
測
的
対
応
を
行
う
結
果）

7
（

、
政
策
的
譲
歩
を
行
う
か
（A

rnold et al. 20（7

）、
利
益
誘

導
や
閣
僚
配
分
な
ど
の
執
政
手
段
を
用
い
て
議
会
の
支
持
を
調
達
す
る
こ
と
で
（Raile et al. 20（（

）、
議
会
内
で
大
統
領
の
政
策
課

題
の
実
現
が
目
指
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
観
点
で
は
、
不
要
な
執
政
・
議
会
対
立
を
招
く
こ
と
は
、
大
統
領
の
政
策
課

題
の
安
定
的
な
実
現
を
困
難
に
す
る
ば
か
り
か
、
大
統
領
の
中
断
・
失
敗
の
遠
因
と
な
り
、
大
統
領
の
生
存
戦
略
に
と
っ
て
必
ず
し

も
合
理
的
と
言
え
な
い
。
大
統
領
制
に
お
い
て
も
、
議
院
内
閣
制
と
同
様
、
大
統
領
の
政
権
安
定
性
は
執
政
・
議
会
間
の
協
調
関
係

に
依
存
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
執
政
・
議
会
間
の
協
調
関
係
が
大
統
領
の
存
続
を
促
す
と
い
う
理
論
的
枠
組
み
を
、
日
本
の
地
方
政
府
の

長
の
事
例
か
ら
実
証
す
る
。
前
述
の
通
り
、
日
本
の
地
方
政
府
は
首
長
と
議
会
を
直
接
選
挙
す
る
二
元
代
表
制
を
採
用
し
て
い
る
が
、

議
会
に
提
出
さ
れ
る
議
案
の
大
部
分
を
首
長
提
案
が
占
め
て
お
り
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
提
案
が
否
決
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
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能
動
的
（proactive

）
な
首
長
と
受
動
的
（reactive

）
な
議
会
が
（Cox and M

orgenstern 200（

）、
議
院
内
閣
制
の
内
閣
・
国
会

間
以
上
に
協
調
的
な
立
法
を
実
現
し
て
い
る）

8
（

。
首
長
が
議
会
の
信
任
に
依
拠
し
な
い
二
元
代
表
制
下
で
は
、
首
長
の
政
策
提
案
は
議

会
の
抵
抗
を
強
く
受
け
て
も
お
か
し
く
な
い
は
ず
で
あ
る
が
（Cheibub et al. 200（

）、
な
ぜ
首
長
と
議
会
が
立
法
過
程
に
お
い
て

協
調
す
る
の
か
は
地
方
政
治
研
究
に
お
け
る
リ
サ
ー
チ
パ
ズ
ル
と
な
っ
て
い
る
（
築
山
二
〇
一
五
ｂ
、
第
一
章
）。
本
稿
は
、
こ
れ
ら

の
問
い
に
対
し
て
、
首
長
・
議
会
間
の
協
調
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
が
、
首
長
の
政
権
存
続
期
間
を
長
期
化
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
、

彼
ら
の
再
選
誘
因
に
資
す
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
提
示
す
る
。

　

上
記
の
問
題
意
識
か
ら
、
本
稿
は
、
一
九
六
七
年
か
ら
二
〇
一
四
年
ま
で
の
期
間
に
任
期
の
開
始
と
終
了
の
両
方
が
含
ま
れ
る
四

七
都
道
府
県
知
事
二
二
〇
名
の
五
六
八
任
期
の
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
を
構
築
し
た
上
で
、
都
道
府
県
ご
と
の
ハ
ザ
ー
ド
率
の
異
質
性
を
考

慮
し
た
マ
ル
チ
レ
ベ
ル
離
散
時
間
ロ
ジ
ッ
ト
モ
デ
ル
を
用
い
て
、
知
事
の
存
続
期
間
の
規
定
要
因
を
分
析
し
た
。
分
析
結
果
か
ら
は
、

知
事
の
与
党
議
席
率
が
低
下
し
て
、
知
事
提
出
議
案
に
対
す
る
修
正
可
決
数
・
否
決
数
が
増
加
す
る
な
ど
、
首
長
・
議
会
間
の
対
立

が
深
ま
る
ほ
ど
、
知
事
の
政
権
終
了
確
率
が
高
ま
る
と
い
う
関
連
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

以
下
、
ま
ず
第
二
節
で
は
、
比
較
大
統
領
制
研
究
の
知
見
を
日
本
の
地
方
政
府
の
文
脈
に
応
用
し
な
が
ら
、
首
長
・
議
会
間
の
協

調
関
係
が
首
長
の
政
権
存
続
に
貢
献
す
る
理
由
を
理
論
的
に
考
察
す
る
。
第
三
節
で
は
、
政
権
の
終
了
と
い
う
時
間
経
過
に
依
存
し

た
事
象
を
分
析
す
る
た
め
の
方
法
を
提
示
し
た
上
で
、
本
稿
で
用
い
る
デ
ー
タ
と
変
数
を
紹
介
す
る
。
第
四
節
で
は
、
分
析
結
果
の

考
察
・
解
釈
を
行
い
、
第
五
節
で
は
、
本
稿
で
得
ら
れ
た
知
見
か
ら
地
方
政
治
研
究
に
対
す
る
示
唆
を
考
え
る
。

二　

理
論
仮
説

　

本
稿
で
は
、
日
本
の
地
方
政
府
の
長
の
存
続
期
間
が
、
議
会
と
の
間
の
協
調
関
係
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う
理
論
的
枠
組
み
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を
実
証
す
る
。
首
長
・
議
会
間
の
協
調
関
係
は
な
ぜ
首
長
の
政
権
存
続
に
資
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
第
一
に
、
前
述
の
通
り
、
比
較
大

統
領
制
研
究
で
は
、
大
統
領
の
中
断
・
失
敗
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
議
会
内
の
党
派
的
支
持
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
具
体

的
に
は
、
大
統
領
の
早
期
退
陣
は
、
議
会
に
よ
る
大
統
領
の
弾
劾
手
続
き
・
罷
免
決
議）

9
（

を
契
機
と
し
た
も
の
が
少
な
く
な
く
、
そ
れ

ら
の
手
続
き
は
議
会
の
議
員
の
過
半
数
や
三
分
の
二
な
ど
の
特
別
多
数
に
よ
っ
て
可
決
さ
れ
る
た
め）

（1
（

、
よ
り
多
く
の
与
党
議
席
を
有

す
る
こ
と
が
、
弾
劾
訴
追
の
可
能
性
を
減
じ
て
、
大
統
領
の
生
存
に
資
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（e.g. K

im
 20（（

）。
い
わ
ゆ
る
、

経
済
危
機
・
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
・
市
民
の
抗
議
活
動
を
背
景
と
し
た
市
民
社
会
の
圧
力
か
ら
大
統
領
を
守
る
た
め
の
「
議
会
の
盾

（legislative shield

）」（Pérez-Liñán 2007

）
の
役
割
を
強
調
す
る
議
論
で
あ
る
。

　

日
本
の
地
方
自
治
法
で
は
、
議
会
は
議
員
数
の
三
分
の
二
以
上
の
出
席
者
か
ら
四
分
の
三
以
上
の
賛
成
を
得
る
こ
と
で
、
首
長
の

不
信
任
決
議
が
可
能
で
あ
り
、
不
信
任
決
議
が
可
決
さ
れ
た
場
合
、
首
長
は
失
職
を
選
択
す
る
か
、
議
会
を
解
散
す
る
こ
と
で
対
抗

で
き
る）

（（
（

。
不
信
任
決
議
は
、
上
記
の
よ
う
に
賛
成
要
件
が
厳
し
く
、
成
立
し
た
場
合
に
議
会
を
解
散
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
た
め
、
議

会
は
提
案
・
可
決
に
消
極
的
で
、
実
際
、
不
信
任
決
議
が
成
立
す
る
こ
と
は
極
め
て
稀
で
あ
る）

（1
（

。
し
か
し
、
二
〇
〇
二
年
・
長
野
県

議
会
で
の
田
中
康
夫
知
事
に
対
す
る
不
信
任
決
議
や
、
二
〇
〇
三
年
・
徳
島
県
議
会
で
の
大
田
正
知
事
に
対
す
る
不
信
任
決
議
の
よ

う
に
、
知
事
と
議
会
の
利
害
が
衝
突
し
や
す
い
大
規
模
事
業
の
継
続
・
見
直
し
を
巡
っ
て
（
砂
原
二
〇
一
一
）、
知
事
と
知
事
野
党
が

多
数
派
を
占
め
る
議
会
と
の
対
立
が
深
刻
化
し
た
場
合
に
は
、「
県
政
の
停
滞
と
混
乱）

（1
（

」
を
招
い
た
な
ど
の
理
由
で
、
不
信
任
決
議

が
可
決
さ
れ
る
事
例
も
あ
る
。
一
方
、
二
〇
〇
三
年
・
青
森
県
議
会
で
の
木
村
守
男
知
事
に
対
す
る
不
信
任
決
議
案
の
よ
う
に
、
ス

キ
ャ
ン
ダ
ル
を
背
景
と
し
て
有
権
者
か
ら
強
い
批
判
の
声
が
上
が
っ
て
い
る
状
況
で
も
、
与
党
議
員
の
一
部
が
擁
護
に
回
れ
ば
不
信

任
決
議
案
を
否
決
に
追
い
込
め
る
可
能
性
が
高
ま
る）

（1
（

。
議
会
内
の
党
派
的
支
持
を
有
す
る
こ
と
は
、
議
会
に
よ
る
不
信
任
決
議
を
抑

止
す
る
と
い
う
意
味
で）

（1
（

、
首
長
の
政
権
存
続
に
資
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
第
二
に
、
大
統
領
の
政
権
運
営
に
お
い
て
、
政
策
課
題
を
安
定
的
に
実
現
す
る
た
め
に
は
、
議
会
と
の
協
調
関
係
を
構
築
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し
て
、
立
法
へ
の
支
持
を
獲
得
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
立
法
上
の
誘
因
も
無
視
で
き
な
い
要
素
で
あ
ろ
う
（e.g. A

rnold et al. 

20（7; Cox and M
orgenstern 200（; Raile et al. 20（（

）。
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
制
の
よ
う
に
、
強
い
立
法
権
力
を
有
す
る

能
動
的
な
大
統
領
と
独
自
法
案
を
作
成
す
る
資
源
を
欠
く
受
動
的
な
議
会
か
ら
な
る
執
政
・
議
会
関
係
に
お
い
て
も
、
制
定
法
に
よ

る
政
策
実
現
を
目
指
す
限
り
、
議
会
で
の
多
数
派
形
成
は
避
け
て
通
れ
な
い
問
題
で
あ
る
（Cox and M

orgenstern 200（

）。
実
際
、

こ
れ
ら
の
地
域
の
大
統
領
は
、
自
身
の
立
法
提
案
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
、
政
策
的
譲
歩
や
（A

rnold et al. 20（7

）、
便
益
供
与
を

通
じ
て
（Raile et al. 20（（

）、
議
会
の
多
数
派
の
支
持
を
調
達
す
る
よ
う
努
め
て
い
る
。

　

日
本
の
地
方
政
府
も
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
制
と
同
様
に
、
強
い
立
法
権
力
を
有
す
る
能
動
的
な
首
長
と
立
法
資
源
を
欠

く
受
動
的
な
議
会
と
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
な
る
が
（cf. 

築
山
二
〇
一
五
ｂ
、
第
二
章
）、
や
は
り
首
長
は
、
議
案
提
出
の
抑
制
（
築
山

二
〇
一
五
ｃ
）、
議
会
の
予
算
要
求
の
反
映
（
河
村
一
九
九
八
）、
普
通
建
設
事
業
費
な
ど
の
ポ
ー
ク
・
バ
レ
ル
の
配
分
（
竹
中
二
〇
二

〇
）
を
通
じ
て
議
会
運
営
の
円
滑
化
を
図
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
議
会
と
の
間
で
政
策
的
・
感
情
的
な
対
立
を
招
く

こ
と
は
、
長
期
的
な
政
権
運
営
の
見
通
し
を
悪
化
さ
せ
て
、
首
長
の
政
権
存
続
へ
の
意
欲
を
低
下
さ
せ
か
ね
な
い
。
特
に
、
議
会
内

の
政
党
は
、
長
期
的
な
時
間
軸
（tim

e horizon
）
を
有
す
る
存
在
で
あ
る
た
め
、
首
長
と
議
会
の
協
調
・
対
立
の
繰
り
返
し
ゲ
ー

ム
に
お
い
て
「
将
来
の
影
（the shadow

 of the future

）」
を
生
み
出
し
、
首
長
に
対
し
て
議
会
と
協
調
関
係
を
構
築
す
る
誘
因
を

与
え
る
と
考
え
ら
れ
る
（cf. M

artínez 202（

）。
自
民
党
一
党
優
位
状
況
下
に
あ
る
多
く
の
都
道
府
県
議
会
で
、
革
新
系
知
事
な
ど
、

自
民
党
の
推
薦
・
支
持
を
受
け
ず
に
当
選
し
た
知
事
が
、
次
第
に
議
会
多
数
派
で
あ
る
自
民
党
と
関
係
を
深
め
て
い
く
様
子
は
そ
の

典
型
例
で
あ
ろ
う
（cf. 

河
村
二
〇
〇
八；

中
條
二
〇
一
七
、
四
六
―
四
九
頁
）。

　

最
後
に
、
第
三
に
、
大
統
領
は
議
会
内
の
政
党
と
協
調
関
係
を
形
成
す
る
こ
と
で
、
大
統
領
選
挙
に
勝
利
し
や
す
く
な
る
可
能
性

が
あ
る
（e.g. Borges and T

urgeon 20（9

）。
大
統
領
選
挙
は
定
数
一
の
勝
者
総
取
り
の
選
挙
で
あ
る
た
め
、特
に
決
選
投
票
（run-

off election

）
の
な
い
相
対
多
数
制
（plurality system

）
の
選
挙
で
は
、
複
数
の
政
党
が
同
一
の
有
力
候
補
を
支
持
す
る
選
挙
前
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連
合
が
形
成
さ
れ
て
、
政
党
間
の
候
補
者
調
整
が
行
わ
れ
や
す
い
（Jones 200（

）。
特
に
多
党
制
下
で
は
、
有
力
な
大
統
領
候
補
を

擁
す
る
政
党
は
、
単
独
で
大
統
領
を
当
選
さ
せ
る
得
票
を
維
持
す
る
こ
と
が
難
し
い
た
め
に
、
小
政
党
に
対
し
て
選
挙
上
・
政
策
上

の
譲
歩
を
行
い
、
大
統
領
候
補
の
連
合
を
維
持
す
る
こ
と
で
、
可
能
な
限
り
多
く
の
有
権
者
を
動
員
す
る
選
挙
戦
略
を
取
る
よ
う
に

な
る
（Borges and T

urgeon 20（9, pp.（9（-（9（

）。
実
際
に
、
相
対
多
数
制
の
選
挙
で
、
大
政
党
ほ
ど
（Spoon and W

est 20（5

）、

政
策
追
求
型
の
政
党
の
協
力
を
得
て
（K

ellam
 20（7

）、
大
統
領
の
選
挙
前
連
合
を
形
成
す
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
説
明
を
大

統
領
の
側
か
ら
見
る
と
、
議
会
内
の
政
党
と
の
協
調
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
は
、
幅
広
い
有
権
者
の
動
員
を
可
能
に
す
る
と
と
も
に
、

競
合
す
る
対
立
候
補
の
擁
立
を
防
ぐ
こ
と
で
、
大
統
領
の
選
挙
上
の
利
益
に
適
う
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

日
本
で
も
、
強
力
な
首
長
権
限
を
前
提
に
、
多
党
化
に
よ
る
与
野
党
の
勢
力
伯
仲
状
況
や
石
油
危
機
以
降
の
経
済
成
長
の
鈍
化
が
、

政
党
に
強
い
与
党
志
向
を
与
え
た
結
果
、
国
政
与
野
党
が
同
一
の
首
長
に
推
薦
・
支
持
を
与
え
る
「
相
乗
り
枠
組
み
」
が
広
く
形
成

さ
れ
て
き
た
（e.g. 

河
村
二
〇
〇
八；

名
取
二
〇
〇
九
）。
首
長
選
挙
に
お
い
て
、
政
党
か
ら
推
薦
・
支
持
を
得
て
議
員
の
選
挙
協
力

を
仰
ぐ
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
彼
ら
の
選
挙
資
金
・
組
織
・
ノ
ウ
ハ
ウ
を
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
政
党

か
ら
有
力
な
対
立
候
補
が
出
馬
す
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
、
首
長
の
再
選
に
有
利
に
作
用
す
る
面
が
小
さ
く
な
い

（cf. 

曽
我
二
〇
一
二；

中
條
二
〇
一
七
、
一
九
二
頁
）。

　

以
上
の
考
察
か
ら
、
日
本
の
二
元
代
表
制
に
お
い
て
、
首
長
は
議
会
と
の
協
調
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
信
任
決
議

を
抑
止
し
て
、
長
期
的
な
政
権
運
営
の
見
通
し
を
立
て
、
選
挙
協
力
を
得
る
と
と
も
に
有
力
な
対
立
候
補
の
擁
立
を
防
ぐ
こ
と
で
、

政
権
存
続
期
間
を
長
期
化
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
、
首
長
と
議
会
と
の
協
調
関
係
に
は
、
選
挙

を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
と
、
議
会
内
で
形
成
さ
れ
る
も
の
の
二
通
り
が
あ
る
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
ま
ず
、
首
長
は
、
首

長
選
挙
に
お
け
る
推
薦
・
支
持
関
係
を
通
じ
て
与
党
連
立
を
組
む
こ
と
で
、
議
会
内
の
党
派
的
支
持
を
調
達
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
首

長
の
「
選
挙
前
連
合
」
の
維
持
に
は
ポ
ー
ク
・
バ
レ
ル
な
ど
の
費
用
が
掛
か
る
が
（
竹
中
二
〇
二
〇
）、
議
員
を
与
党
化
す
る
こ
と
で
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上
記
の
よ
う
な
様
々
な
恩
恵
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

一
方
で
、
首
長
は
政
党
か
ら
の
推
薦
・
支
持
を
得
て
い
な
く
と
も
、
議
会
と
協
調
的
に
政
権
運
営
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

実
際
に
、
議
会
の
多
数
派
を
占
め
る
政
党
か
ら
推
薦
・
支
持
を
得
て
い
な
い
知
事
で
あ
っ
て
も
、
す
べ
て
の
知
事
が
議
会
と
強
く
対

立
し
て
、
急
激
な
政
策
変
化
を
志
向
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
辻
（
二
〇
一
五
、
第
八
章
）
に
よ
る
知
事
・
議
会
関
係
の

詳
細
な
定
性
的
分
析
で
は
、
北
海
道
の
横
路
孝
弘
知
事
や
埼
玉
県
の
畑
和
知
事
の
よ
う
に
、
政
権
期
間
中
、
一
貫
し
て
自
民
党
の
推

薦
・
支
持
を
得
る
こ
と
が
な
か
っ
た
革
新
系
知
事
が
、
議
会
の
多
数
派
を
占
め
る
自
民
党
の
意
向
に
沿
う
議
案
提
出
を
行
う
こ
と
で
、

安
定
し
た
議
会
運
営
に
努
め
る
事
例
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
議
会
内
で
形
成
さ
れ
る
協
調
・
対
立
関
係
は
、
執
政
長
官
の
立

法
提
案
の
成
立
、
す
な
わ
ち
首
長
提
出
議
案
を
原
案
可
決
す
る
か
、
修
正
可
決
・
否
決
す
る
か
と
い
う
形
で
現
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う

（
辻
二
〇
一
五；

馬
渡
二
〇
一
〇
）。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
首
長
・
議
会
間
の
協
調
・
対
立
関
係
を
、
首
長
選
挙
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
与
党
議
席
率
と
、
議
会
内
に

お
け
る
首
長
提
出
議
案
の
修
正
可
決
数
・
否
決
数
と
い
う
二
つ
の
要
素
か
ら
捉
え
た
上
で
、
首
長
・
議
会
間
の
協
調
関
係
が
首
長
の

政
権
存
続
期
間
を
長
期
化
さ
せ
る
と
す
る
理
論
的
枠
組
み
の
正
否
を
、
以
下
の
よ
う
な
理
論
仮
説
か
ら
検
証
す
る
。

仮
説
1　

首
長
の
任
期
中
の
与
党
議
席
率
が
高
い
ほ
ど
、
政
権
終
了
確
率
が
低
い
。

仮
説
2　

首
長
の
任
期
中
の
首
長
提
出
議
案
の
修
正
可
決
数
・
否
決
数
が
多
い
ほ
ど
、
政
権
終
了
確
率
が
高
い
。
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三　

デ
ー
タ
と
方
法

　

本
稿
で
は
、
上
記
の
仮
説
を
検
証
す
る
た
め
に
、
一
九
六
七
年
か
ら
二
〇
一
四
年
ま
で
の
期
間
に
お
け
る
四
七
都
道
府
県
知
事
の

政
権
存
続
の
問
題
を
扱
う
。
本
稿
が
理
論
的
に
関
心
を
持
つ
事
象
は
、
知
事
の
政
権
の
存
続
／
終
了
で
あ
る
が
、
あ
る
時
点
に
お
い

て
知
事
の
政
権
が
存
続
／
終
了
す
る
確
率
は
、
知
事
選
挙
に
お
け
る
多
選
批
判
を
一
例
と
し
て
、
知
事
の
在
任
期
間
に
依
存
す
る
で

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
時
間
経
過
に
依
存
し
た
事
象
の
発
生
確
率
を
推
定
す
る
際
に
有
用
な
手
法
が
生
存
分
析
で
あ
り）

（1
（

、
議
院
内
閣

制
の
内
閣
の
存
続
や
（e.g. K

ing et al. （990

）、
大
統
領
の
中
断
・
失
敗
な
ど
（e.g. Edw

ards 20（5

）、
執
政
・
議
会
関
係
に
お
け

る
政
権
安
定
性
の
問
題
に
既
に
広
く
応
用
さ
れ
て
い
る
。

　

生
存
分
析
に
は
、
個
体
を
単
位
と
し
て
、
事
象
が
発
生
す
る
ま
で
の
時
間
と
そ
の
発
生
確
率
を
推
定
す
る
連
続
時
間
モ
デ
ル
と
、

個
体
・
時
点
を
単
位
と
し
て
、
あ
る
時
点
に
お
け
る
事
象
の
発
生
確
率
を
推
定
す
る
離
散
時
間
モ
デ
ル
が
あ
り
、
時
変
的
な
共
変
量

と
の
関
連
に
興
味
が
あ
り
、
時
間
を
離
散
的
に
捉
え
る
こ
と
の
情
報
量
の
損
失
が
小
さ
い
場
合
に
は
、
後
者
の
モ
デ
ル
が
有
効
で
あ

る
（
増
山
二
〇
〇
一
、
一
四
―
一
五
頁
）。
知
事
の
政
権
存
続
の
問
題
に
当
て
は
め
る
な
ら
ば
、
第
一
に
、
日
本
の
首
長
・
議
会
関
係

は
、
政
党
の
推
薦
・
支
持
を
得
ず
に
初
当
選
し
た
首
長
が
、
二
期
目
以
降
、
議
会
内
の
ほ
ぼ
す
べ
て
の
政
党
の
推
薦
・
支
持
を
得
て

「
オ
ー
ル
与
党
化
」
す
る
事
例
が
見
ら
れ
る
な
ど
、
同
一
の
首
長
で
あ
っ
て
も
議
会
と
の
関
係
性
が
任
期
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
が

多
く
、
時
変
的
で
あ
る
。
第
二
に
、
確
か
に
大
統
領
の
中
断
・
失
敗
と
同
様
、
首
長
も
議
会
の
不
信
任
決
議
を
契
機
と
し
て
、
任
期

途
中
で
失
職
す
る
こ
と
が
あ
る
た
め
、
政
権
が
終
了
す
る
ま
で
の
時
間
を
「
在
任
月
数
」
な
ど
の
形
で
細
か
く
捉
え
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
が
、
二
元
代
表
制
で
は
、
議
会
内
で
首
長
提
出
議
案
の
修
正
可
決
数
・
否
決
数
が
増
加
し
た
段
階
で
、
直
ち
に
首
長
の
信
任

問
題
に
直
結
す
る
訳
で
は
な
く
、
任
期
満
了
時
に
任
期
中
の
首
長
・
議
会
関
係
の
清
算
が
行
わ
れ
る
と
い
う
状
況
が
一
般
的
と
思
わ

れ
る
。
つ
ま
り
、
選
挙
の
サ
イ
ク
ル
で
あ
る
「
任
期
」
と
い
う
離
散
的
な
時
間
単
位
で
、
首
長
・
議
会
関
係
の
変
化
と
首
長
の
政
権
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の
存
続
／
終
了
と
が
関
連
し
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
一
九
六
七
年
か
ら
二
〇
一
四
年
ま
で
の
期
間
に
任
期
の
開
始
と
終
了
の
両
方
が
含
ま
れ
る
四
七
都
道
府
県

知
事
二
二
〇
名
の
五
六
八
任
期
の
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
を
構
築
し
た
上
で）

（1
（

、
離
散
時
間
モ
デ
ル
に
基
づ
く
生
存
分
析
を
採
用
し
て
、
議
会

と
の
協
調
関
係
が
知
事
・
任
期
単
位
に
お
け
る
政
権
終
了
確
率
に
与
え
る
影
響
を
推
定
す
る
。
こ
の
際
、
分
析
対
象
期
間
中
、
大
阪

府
で
は
知
事
の
交
代
が
七
回
起
き
て
い
る
一
方
で
、
石
川
県
で
は
知
事
の
交
代
は
一
回
に
過
ぎ
な
い
な
ど
、
知
事
の
政
権
終
了
確
率

に
は
、
都
道
府
県
ご
と
の
政
治
文
化
的
・
社
会
経
済
的
要
因
な
ど
の
観
察
さ
れ
な
い
異
質
性
（unobserved heterogeneity

）
が
存

在
し
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
都
道
府
県
ご
と
の
ハ
ザ
ー
ド
率
の
異
質
性
を
、
都
道
府
県
別

の
切
片
の
ラ
ン
ダ
ム
効
果
に
よ
っ
て
統
制
し
た
マ
ル
チ
レ
ベ
ル
離
散
時
間
ロ
ジ
ッ
ト
モ
デ
ル
を
用
い
て
推
定
を
行
う
。

　

分
析
に
用
い
る
変
数
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
本
稿
が
理
論
的
に
関
心
を
持
つ
従
属
変
数
は
、
知
事
の
各
任
期
に
お
い

て
、
政
権
が
終
了
す
る
か
否
か
の
ダ
ミ
ー
変
数
で
あ
る
。
知
事
の
「
政
権
」
の
終
了
は
、
知
事
の
「
任
期
」
が
終
了
し
た
と
き
に
、

次
回
知
事
選
挙
に
現
職
者
が
出
馬
し
な
い
か
、
出
馬
し
た
が
落
選
し
た
場
合
に
発
生
す
る
。
知
事
の
「
任
期
」
の
終
了
に
は
、
任
期

満
了
に
よ
る
も
の
と
、
任
期
途
中
の
辞
職
に
よ
る
も
の
が
含
ま
れ
る
。
ま
ず
、
知
事
の
政
権
の
終
了
を
、
次
回
選
挙
で
の
落
選
の
み

に
限
定
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
。
通
常
、
政
党
の
推
薦
・
支
持
を
得
ら
れ
な
い
な
ど
、
当
選
の
見
込
み
が
な
い
と
判
断
し
た
知
事

は
、
次
回
選
挙
に
出
馬
せ
ず
戦
略
的
引
退
（strategic retirem

ent

）
を
選
択
す
る
で
あ
ろ
う）

（1
（

。
次
回
選
挙
で
の
落
選
の
み
を
政
権

の
終
了
と
定
義
す
る
と
、
首
長
・
議
会
関
係
と
戦
略
的
引
退
の
関
連
を
見
過
ご
し
、
首
長
・
議
会
関
係
が
政
権
存
続
に
与
え
る
影
響

を
過
小
評
価
し
て
し
ま
う
。
ま
た
、
制
度
上
、
議
会
の
不
信
任
決
議
に
よ
っ
て
首
長
が
失
職
す
る
制
度
が
存
在
す
る
以
上
、
任
期
途

中
の
辞
職
を
す
べ
て
観
察
の
打
ち
切
り
（censoring

）
と
み
な
す
こ
と
に
も
異
論
が
あ
り
う
る
。

　

上
記
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
、
知
事
の
政
権
の
終
了
を
二
種
類
の
ダ
ミ
ー
変
数
で
捉
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
従
属
変
数
と
し
た
モ
デ

ル
を
推
定
す
る
。
具
体
的
に
は
、
①
任
期
満
了
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
任
期
終
了
後
に
知
事
が
再
選
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
を
（
、
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そ
の
他
を
0
と
す
る
も
の
と
、
②
他
は
①
と
同
様
と
し
つ
つ
、
任
期
途
中
の
辞
職
に
よ
る
任
期
終
了
後
に
知
事
が
再
選
さ
れ
な
か
っ

た
場
合
を
、
辞
職
の
理
由
に
か
か
わ
ら
ず
、
観
察
の
打
ち
切
り
と
捉
え
て
0
と
し
て
扱
う
も
の
の
二
種
類
の
政
権
終
了
ダ
ミ
ー
を
用

意
し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
を
従
属
変
数
と
し
た
モ
デ
ル
を
比
較
し
て
推
定
結
果
の
ロ
バ
ス
ト
ネ
ス
を
確
か
め
る
こ
と
と
し
た
。

　

次
に
、
本
稿
で
理
論
的
に
関
心
の
あ
る
独
立
変
数
は
、
首
長
・
議
会
間
の
協
調
関
係
を
表
す
知
事
の
与
党
議
席
率
と
、
知
事
提
出

議
案
の
修
正
可
決
数
・
否
決
数
で
あ
る
。
第
一
に
、
知
事
の
与
党
議
席
率
に
つ
い
て
は
、『
全
国
首
長
名
簿
』
に
基
づ
き
、
任
期
開

始
時
点
の
知
事
選
挙
で
当
該
知
事
に
推
薦
・
支
持
を
与
え
た
国
政
政
党
を
与
党
と
定
義
し
た
上
で
、『
日
本
統
計
年
鑑
』
に
基
づ
く

そ
れ
ぞ
れ
の
政
党
の
党
派
別
議
席
数
か
ら
、
議
員
総
数
に
占
め
る
与
党
議
席
率
の
任
期
中
の
各
年
の
平
均
値
を
計
算
し
た）

（1
（

。
ま
た
、

第
二
に
、
知
事
提
出
議
案
の
修
正
可
決
数
・
否
決
数
に
つ
い
て
は
、『
都
道
府
県
議
会
提
要
』
に
基
づ
き
、
住
民
直
接
請
求
議
案
を

除
く）

11
（

、
任
期
中
各
年
の
知
事
提
出
議
案
の
修
正
可
決
数
・
否
決
数
の
合
計
を
計
算
し
た）

1（
（

。
分
析
の
際
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
（
を
足
し
て

自
然
対
数
化
し
た
も
の
を
投
入
す
る
。

　

知
事
の
在
任
期
間
の
経
過
に
伴
う
ハ
ザ
ー
ド
率
の
変
化
は
、
任
期
数
と
そ
の
二
乗
項
を
用
い
て
モ
デ
ル
化
す
る
。
ま
た
、
統
制
変

数
と
し
て
、
知
事
の
健
康
問
題
に
よ
る
引
退
・
辞
職
の
可
能
性
を
考
慮
す
る
た
め
に
知
事
選
挙
が
行
わ
れ
た
年
の
年
末
時
点
の
知
事

の
満
年
齢）

11
（

、
知
事
の
住
民
か
ら
の
支
持
を
表
す
も
の
と
し
て
知
事
選
挙
の
相
対
得
票
率）

11
（

、
知
事
の
経
済
的
な
業
績
評
価
と
し
て
任
期

中
の
各
年
の
有
効
求
人
倍
率
の
平
均
値）

11
（

を
投
入
し
た
。
加
え
て
、
任
期
の
開
始
年
が
一
九
八
〇
年
代
、
一
九
九
〇
年
代
、
二
〇
〇
〇

年
代
以
降
の
い
ず
れ
に
含
ま
れ
る
か
の
時
間
効
果
の
ダ
ミ
ー
変
数
を
統
制
す
る
。

　

分
析
に
用
い
る
変
数
の
記
述
統
計
は
、
表
1
の
通
り
で
あ
る
。
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四　

分
析
結
果

　

上
記
の
方
法
に
基
づ
き
、
仮
説
の
検
証
を
行
っ
た
。
表
2
は
、
議
会

と
の
協
調
関
係
が
知
事
の
政
権
存
続
期
間
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
、

都
道
府
県
ご
と
の
切
片
の
ラ
ン
ダ
ム
効
果
を
統
制
し
た
マ
ル
チ
レ
ベ
ル

離
散
時
間
ロ
ジ
ッ
ト
モ
デ
ル
を
推
定
し
た
結
果
で
あ
る
。
す
べ
て
の
モ

デ
ル
に
お
い
て
都
道
府
県
ご
と
に
ク
ラ
ス
タ
ー
化
し
た
標
準
誤
差
を
報

告
し
て
い
る
。

　

モ
デ
ル
（
～
（
は
、
任
期
満
了
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
が
再

選
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
を
（
、
そ
の
他
を
0
と
す
る
政
権
終
了
ダ
ミ
ー

を
従
属
変
数
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
首
長
・
議
会
関
係
に
関
わ

る
変
数
の
う
ち
、
与
党
議
席
率
の
み
投
入
し
た
モ
デ
ル
（
で
は
、
与
党

議
席
率
の
係
数
は
（0
％
水
準
で
有
意
に
負
で
あ
り
、
与
党
議
席
率
が
高

い
知
事
ほ
ど
政
権
が
存
続
し
や
す
い
。
一
方
で
、
知
事
提
出
議
案
の
修

正
可
決
数
や
否
決
数
を
そ
れ
ぞ
れ
投
入
し
た
モ
デ
ル
2
・
（
で
は
、
与

党
議
席
率
の
係
数
は
有
意
で
な
く
な
り
、
修
正
可
決
数
・
否
決
数
の
係

数
が
有
意
に
正
に
な
っ
て
い
る
。
知
事
提
出
議
案
に
対
す
る
議
会
の
修

正
可
決
や
否
決
が
増
加
し
て
、
知
事
と
議
会
の
対
立
関
係
が
強
ま
る
と
、

知
事
の
政
権
終
了
確
率
が
高
ま
る
と
す
る
結
果
で
あ
る
。
与
党
議
席
率

観測数 平均値 標準偏差 最小値 最大値
政権終了 5（8  0.（0（（ 0.（（0（     0     （
政権終了（辞職打ち切り） 5（8  0.227（ 0.（（9（     0     （
与党議席率 5（8  0.5（27 0.2（78     0 0.99（8
修正可決数 5（8  0.8（（0 （.2（2（     0    （9
否決数 5（8  0.850（ （.7（（（     0    79
任期数 5（8  2.（（（（ （.（9（9     （     8
任期数（2 乗項） 5（8  7.87（8 9.0（08     （    （（
年齢 5（8 （（.59（（ 8.09（（    （7    82
得票率 5（8  0.（855 0.（52（ 0.29（0     （
有効求人倍率 5（8  0.8875 0.5（（（ 0.（050 5.（975
（980 年代 5（8  0.（972 0.（982     0     （
（990 年代 5（8  0.22（8 0.（（58     0     （
2000 年代以降 5（8  0.2（7（ 0.（（（（     0     （

表１　記述統計
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政権終了
Model （ Model 2 Model （ Model （

Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err.
固定効果
与党議席率 -0.7909 0.（（2（† -0.5（07 0.（827 -0.5897 0.（7（5 -0.（927 0.（82（
log（修正可決数+（） 0.（9（5 0.（557* 0.2（70 0.（897
log（否決数+（） 0.（90（ 0.（22（*** 0.（972 0.（（（（*
任期数 （.8000 0.28（（*** （.809（ 0.2795*** （.822（ 0.27（2*** （.82（（ 0.27（2***
任期数（2 乗項） -0.（790 0.0（2（*** -0.（798 0.0（29*** -0.（788 0.0（28*** -0.（79（ 0.0（（0***
年齢 0.0（9（ 0.0（8（*** 0.07（0 0.0（8（*** 0.0700 0.0（90*** 0.0707 0.0（90***
得票率 -2.2（22 （.0050* -（.98（0 （.05（（† -（.92（8 0.99（7† -（.8（78 （.02（（†
有効求人倍率 0.（780 0.2（02 0.（9（（ 0.2292 0.（8（7 0.2（2（ 0.（9（（ 0.2（59
（980 年代 -0.7（（2 0.（229* -0.（55（ 0.（2（（* -0.（9（8 0.（27（* -0.（（78 0.（2（（
（990 年代 0.（（25 0.2（（8 0.（（（（ 0.27（（ 0.07（（ 0.272（ 0.（08（ 0.28（（*
2000 年代以降 0.（（（（ 0.2578† 0.50（7 0.25（7* 0.（（（2 0.2（20† 0.（8（9 0.2592†

（定数項） -（.57（（ （.2982*** -7.（7（9 （.（7（8*** -7.（2（（ （.（（9（*** -7.（（99 （.（87（***
ランダム効果
σ2

u 0.（579 0.（90（ 0.（202 0.（7（5 0.（（（2 0.（（0（ 0.（2（（ 0.（（00
対数尤度 -27（.2899 -27（.（（52 -272.8（（8 -272.（295
AIC 57（.5798 572.270（ 5（9.（（（（ 570.（59（
観測数 5（8 5（8 5（8 5（8
グループ数 （7 （7 （7 （7

政権終了（辞職打ち切り）
Model 5 Model （ Model 7 Model 8

Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err.
固定効果
与党議席率 -（.（（7（ 0.555（* -0.7055 0.598（ -0.9578 0.58（5 -0.7（（（ 0.5977
log（修正可決数+（） 0.702（ 0.（899*** 0.5207 0.（978**
log（否決数+（） 0.（588 0.（（（9*** 0.（222 0.（577**
任期数 2.（029 0.（（（0*** 2.7（（2 0.（（（8*** 2.（9（（ 0.（52（*** 2.7（7（ 0.（5（8***
任期数（2 乗項） -0.（0（（ 0.0（7（*** -0.（（（2 0.0（77*** -0.（059 0.0（8（*** -0.（（（（ 0.0（8（***
年齢 0.0575 0.02（（** 0.0（2（ 0.0225** 0.0（20 0.022（** 0.0（（8 0.0229**
得票率 -（.（（82 0.9（（（*** -（.（09（ （.0（22** -（.（（92 0.9798** -2.990（ （.00（7**
有効求人倍率 0.（（2（ 0.209（ 0.（8（9 0.208（ 0.（（5（ 0.222（ 0.（702 0.2（（9
（980 年代 -0.（（（2 0.（5（（ -0.（（88 0.（7（（ -0.（（87 0.（（88 -0.（（（（ 0.（7（9
（990 年代 0.0755 0.（009 0.（5（（ 0.（（7（ 0.00（（ 0.（（（0 0.0799 0.（2（5
2000 年代以降 0.2（59 0.（（50 0.（（9（ 0.（（（5 0.208（ 0.（5（7 0.（09（ 0.（（7（

（定数項） -（.（（7（ （.（（（（*** -7.（（（2 （.5（8（*** -7.（（（2 （.（（（（*** -7.9227 （.5（8（***
ランダム効果
σ2

u 0.（8（（ 0.2（8（ 0.（527 0.2（20 0.（80（ 0.2807 0.（2（5 0.2（8（
対数尤度 -2（（.（（50 -2（7.972（ -2（8.79（9 -2（（.（（（9
AIC 509.270（ （99.9（（（ 50（.58（7 （98.88（7
観測数 5（8 5（8 5（8 5（8
グループ数 （7 （7 （7 （7

表２　首長の政権存続期間のマルチレベル離散時間ロジットモデル

（（） ***: p<0.00（ **: p<0.0（ *: p<0.05 †: p<0.（、（2） Std. Err. は、都道府県でクラスター化したロバスト標準誤
差。
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の
上
昇
は
修
正
可
決
や
否
決
を
抑
制
す
る
傾
向
に
あ
る
か
ら
（
辻
二
〇
一
五；

馬
渡
二
〇
一
〇；

築
山
二
〇
一
五
ｃ
）、
議
会
内
の
党
派

的
支
持
は
議
会
内
で
の
対
立
を
回
避
す
る
と
い
う
経
路
を
通
じ
て
、
知
事
の
政
権
存
続
に
役
立
つ
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
三
つ
の

変
数
を
す
べ
て
投
入
し
た
モ
デ
ル
（
で
は
、
否
決
数
の
み
が
有
意
に
正
で
あ
り
、
特
に
議
会
に
対
し
て
否
決
と
い
う
意
思
決
定
費
用

の
高
い
行
動
を
選
択
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
知
事
の
生
存
に
と
っ
て
危
険
な
兆
候
で
あ
る
。

　

他
の
統
制
変
数
を
確
認
す
る
と
、
任
期
数
の
係
数
は
正
、
そ
の
二
乗
項
の
係
数
は
負
で
あ
り
、
政
権
終
了
確
率
は
在
任
期
数
が
増

え
る
ほ
ど
高
ま
る
が
、
そ
の
よ
う
な
ハ
ザ
ー
ド
率
の
上
昇
幅
は
多
選
が
進
む
ほ
ど
小
さ
く
な
り
、
五
期
目
を
頂
点
と
し
て
減
少
に
転

じ
る
、
と
い
う
曲
線
的
な
関
係
を
持
つ
。
ま
た
、
年
齢
が
高
く
、
得
票
率
が
低
い
不
人
気
な
知
事
・
任
期
ほ
ど
政
権
終
了
確
率
が
高

い
。
時
代
効
果
で
は
、
革
新
系
知
事
が
隆
盛
し
た
一
九
六
七
年
か
ら
一
九
七
〇
年
代
に
比
べ
て
、
保
革
相
乗
り
知
事
が
増
加
し
た
一

九
八
〇
年
代
は
政
権
安
定
性
が
高
く
、
地
方
分
権
改
革
後
の
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
で
は
、
知
事
・
議
会
の
部
門
間
対
立
が
強
ま
っ
た

た
め
か
、
政
権
交
代
の
頻
度
が
高
ま
っ
て
い
る
、
と
い
っ
た
よ
う
に
、
地
方
政
治
研
究
の
時
代
理
解
に
合
致
し
た
結
果
も
見
ら
れ
る

（
曽
我
・
待
鳥
二
〇
〇
七
）。

　

次
に
、
モ
デ
ル
5
～
8
で
は
、
任
期
途
中
の
辞
職
に
よ
る
政
権
終
了
を
、
本
来
そ
の
よ
う
な
事
象
が
発
生
し
て
い
な
け
れ
ば
、
任

期
満
了
を
迎
え
て
再
選
を
果
た
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
観
察
の
打
ち
切
り
と
捉
え
て
、
任
期
満
了
後
に
、
知
事
が
再
選
さ
れ
な

か
っ
た
場
合
を
（
、
任
期
途
中
の
辞
職
及
び
そ
の
他
を
0
と
す
る
政
権
終
了
ダ
ミ
ー
（
辞
職
打
ち
切
り
）
を
従
属
変
数
と
し
た
も
の

で
あ
る
。
全
体
と
し
て
モ
デ
ル
（
～
（
と
同
様
の
結
果
が
得
ら
れ
て
い
る
が
、
い
く
つ
か
の
相
違
点
と
し
て
、
首
長
・
議
会
関
係
に

関
わ
る
変
数
の
統
計
的
な
確
実
性
が
高
ま
っ
て
い
る
一
方
で
、
年
齢
が
や
や
統
計
的
に
不
確
実
に
な
っ
て
い
る
点
が
指
摘
で
き
る
。

も
ち
ろ
ん
高
齢
の
知
事
ほ
ど
、
健
康
上
の
理
由
に
よ
る
辞
職
が
起
き
や
す
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
年
齢
と
関
連
す
る
任
期
途
中
の
辞
職

を
打
ち
切
り
と
し
て
扱
っ
た
た
め
に
、
モ
デ
ル
5
～
8
で
は
年
齢
の
統
計
的
な
不
確
実
性
が
高
ま
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
観
点
で
、
首
長
・
議
会
関
係
に
関
わ
る
変
数
の
統
計
的
な
確
実
性
の
高
ま
り
を
評
価
す
る
と
、
知
事
の
任
期
途
中
の
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辞
職
は
、
健
康
上
の
理
由
、
国
政
選
挙
へ
の
鞍
替
え
、
汚
職
事
件
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
よ
る
引
責
辞
任
な
ど
、
首
長
・
議
会
間
の
協

調
関
係
と
は
構
造
的
な
関
連
性
が
弱
い
事
象
も
多
く
、
不
信
任
決
議
に
よ
っ
て
知
事
の
政
権
運
営
上
の
信
任
が
問
わ
れ
る
よ
う
な
事

例
は
依
然
と
し
て
稀
で
あ
る
こ
と
の
反
映
と
も
思
わ
れ
る
。
任
期
満
了
時
の
政
権
存
続
の
問
題
に
の
み
焦
点
を
当
て
る
と
、
や
は
り

与
党
議
席
率
が
高
い
こ
と
は
知
事
の
政
権
存
続
に
資
す
る
傾
向
が
あ
り
（
モ
デ
ル
5
）、
修
正
可
決
数
や
否
決
数
が
増
加
し
て
、
立

法
過
程
を
通
じ
て
首
長
・
議
会
間
の
対
立
関
係
が
深
ま
る
と
、
知
事
の
政
権
終
了
確
率
が
高
ま
り
や
す
い
（
モ
デ
ル
（
～
8
）。
た
だ

し
、
与
党
議
席
率
の
直
接
効
果
は
弱
い
（
モ
デ
ル
5
～
8
）。
こ
れ
ら
は
概
ね
仮
説
（
・
2
に
整
合
的
な
結
果
で
あ
り
、
首
長
・
議
会

間
の
協
調
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
は
、
首
長
の
政
権
存
続
期
間
の
長
期
化
に
貢
献
し
て
い
る
。
特
に
、
議
会
内
で
議
会
の
多
数
派
と

協
調
的
に
立
法
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　

モ
デ
ル
5
～
8
で
は
、
任
期
数
と
そ
の
二
乗
項
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
経
過
時
間
と
の
曲
線
的
な
関
係
に
若
干
の
変
化
が
あ
り
、
ハ

ザ
ー
ド
率
は
四
期
ま
で
に
大
き
く
上
昇
し
た
後
、
減
少
に
転
じ
て
い
る
。
ま
た
、
任
期
途
中
の
辞
職
を
除
く
と
、
時
代
効
果
の
存
在

は
、
た
と
え
ば
二
〇
〇
〇
年
代
前
半
に
起
き
た
官
製
談
合
事
件
に
よ
る
知
事
辞
職
な
ど
、「
事
件
」
に
よ
る
偶
発
的
要
因
を
過
剰
に

評
価
し
た
結
果
だ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

五　

結　

論

　

本
稿
で
は
、
日
本
の
地
方
政
府
の
長
の
存
続
期
間
が
、
首
長
・
議
会
間
の
協
調
関
係
に
よ
っ
て
構
造
的
に
規
定
さ
れ
る
と
い
う
理

論
的
枠
組
み
を
、
一
九
六
七
年
か
ら
二
〇
一
四
年
ま
で
の
都
道
府
県
知
事
の
政
権
存
続
の
事
例
か
ら
検
証
し
て
き
た
。
知
事
・
任
期

単
位
の
政
権
終
了
確
率
を
推
定
す
る
マ
ル
チ
レ
ベ
ル
離
散
時
間
ロ
ジ
ッ
ト
モ
デ
ル
の
結
果
か
ら
は
、
知
事
の
与
党
議
席
率
の
低
下
や
、

知
事
提
出
議
案
の
修
正
可
決
数
・
否
決
数
の
増
加
は
、
知
事
の
政
権
終
了
確
率
を
高
め
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
首
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長
・
議
会
間
の
協
調
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
は
、
首
長
の
長
期
政
権
化
に
貢
献
し
て
い
る
。

　

日
本
の
地
方
政
府
で
は
、
首
長
と
議
会
を
住
民
か
ら
直
接
選
挙
す
る
二
元
代
表
制
を
採
用
し
て
い
る
が
、
首
長
・
議
会
が
議
院
内

閣
制
の
内
閣
・
国
会
以
上
に
協
調
的
に
立
法
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
既
存
の
理
論
で
は
説
明
の
難
し
い
実
態
が
生
じ
て
お
り
、
重
要

な
リ
サ
ー
チ
パ
ズ
ル
を
提
起
し
て
い
る
。
築
山
（
二
〇
一
五
ａ
）
は
、
議
会
内
の
政
党
の
視
点
か
ら
、
知
事
選
挙
で
の
推
薦
・
支
持

関
係
を
通
じ
て
、
知
事
と
協
調
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
が
、
議
会
選
挙
で
の
政
党
得
票
率
を
押
し
上
げ
る
と
い
う
意
味
で
、
政
党
の

再
選
誘
因
に
適
う
行
動
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
本
稿
の
知
見
は
、
こ
れ
を
知
事
の
視
点
か
ら
眺
め
た
も
の
で
あ

る
と
言
え
る
。

　

日
本
の
二
元
代
表
制
は
、
強
い
立
法
権
力
を
有
す
る
能
動
的
な
首
長
と
、
独
自
の
立
法
資
源
を
欠
く
受
動
的
な
議
会
の
組
み
合
わ

せ
か
ら
な
る
も
の
の
、
専
決
処
分
制
度
な
ど
の
例
外
を
除
き
、
議
会
内
で
の
政
策
課
題
の
実
現
を
目
指
す
限
り
、
首
長
の
提
案
を
議

会
が
承
諾
す
る
、
と
い
う
両
者
の
協
調
を
求
め
る
制
度
に
な
っ
て
い
る
。
首
長
の
視
点
か
ら
も
、
議
会
の
多
数
派
と
の
間
で
協
調
関

係
を
維
持
す
る
こ
と
は
、
不
信
任
決
議
を
抑
止
し
て
、
長
期
的
な
政
権
運
営
の
見
通
し
を
立
て
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
と
も
に
、

選
挙
協
力
を
仰
ぎ
、
対
立
候
補
の
擁
立
を
防
ぐ
な
ど
、
首
長
の
再
選
誘
因
を
満
た
す
合
理
的
行
動
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
首
長
・
議
会
間
の
協
調
関
係
が
首
長
・
議
会
双
方
の
合
理
的
誘
因
に
適
っ
て
い
る
こ
と
と
は
別
に
、
こ
う
し
た
実
態

が
い
か
な
る
民
主
主
義
の
コ
ス
ト
を
生
ん
で
い
る
の
か
は
、
改
め
て
有
権
者
の
視
点
か
ら
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
相
乗

り
枠
組
み
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
首
長
が
議
会
の
党
派
的
支
持
の
上
に
存
立
す
る
こ
と
は
、
政
策
変
化
を
過
度
に
抑
制
す
る
結
果

を
生
み
（
築
山
二
〇
一
五
ｃ
）、
ポ
ー
ク
・
バ
レ
ル
に
よ
る
余
分
な
財
政
支
出
を
必
要
と
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
（
竹
中
二
〇
二
〇
）。

首
長
・
議
会
が
な
ぜ
協
調
す
る
の
か
、
そ
れ
が
何
を
も
た
ら
す
の
か
、
と
い
う
問
題
は
、
依
然
と
し
て
重
要
な
研
究
課
題
を
構
成
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
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（
（
）　

た
と
え
ば
、
任
期
制
限
の
あ
る
州
議
会
で
は
、
最
終
任
期
を
迎
え
た
議
員
は
選
挙
上
の
誘
因
が
失
わ
れ
る
た
め
に
、
法
案
提
出
数
・

委
員
会
活
動
量
・
点
呼
投
票
率
が
減
少
す
る
な
ど
立
法
的
生
産
性
が
低
下
す
る
（Fouirnaies and H

all 2022

）。

（
2
）　

こ
の
分
野
の
嚆
矢
は
藤
澤
（
二
〇
〇
四
）
で
あ
り
、
都
道
府
県
の
事
例
か
ら
、
知
事
の
在
職
期
間
が
増
加
す
る
ほ
ど
、
経
験
・
実
績

を
重
ね
て
行
財
政
運
営
が
効
率
化
し
て
い
く
が
、
在
職
期
間
が
三
期
十
二
年
を
超
え
て
長
期
政
権
化
す
る
と
、
情
実
人
事
や
前
例
踏
襲
主

義
が
蔓
延
り
、
行
財
政
運
営
が
非
効
率
化
し
て
い
く
と
い
う
関
係
を
主
張
す
る
。
他
方
、
小
林
・
近
藤
（
二
〇
〇
八
）
に
よ
れ
ば
、
時
系

列
方
向
の
固
定
効
果
を
統
制
す
る
と
、
知
事
の
在
職
年
数
と
基
礎
的
財
政
赤
字
の
間
の
関
係
は
、
こ
の
よ
う
な
Ｕ
字
型
で
は
な
く
、
単
調

な
右
下
が
り
に
近
い
逆
Ｕ
字
型
に
な
っ
て
お
り
、
政
権
の
長
期
化
は
非
効
率
性
を
生
ま
な
い
と
い
う
。
た
だ
し
、
確
率
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
分

析
を
用
い
て
財
政
運
営
の
効
率
性
に
対
す
る
市
長
の
影
響
を
推
定
し
た
鷲
見
（
二
〇
一
八
）
で
は
、
市
長
の
当
選
回
数
の
増
加
が
非
効
率

性
を
上
昇
さ
せ
る
結
果
が
得
ら
れ
て
い
る
一
方
、
市
職
員
の
ア
ン
ケ
ー
ト
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
結
果
を
検
討
し
た
辻
（
二
〇
一
三
）
で
は
、

多
選
市
長
の
市
政
運
営
は
市
職
員
に
情
実
的
・
独
善
的
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
も
さ
れ
、
や
は
り
首
長
の
多
選
の
影
響
は

様
々
で
あ
る
。

（
（
）　

首
長
選
挙
で
は
多
選
問
題
が
選
挙
上
の
争
点
に
な
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
現
職
の
橋
本
昌
知
事
が
七
期
目
を
目
指
し
た
二
〇
一
七

年
茨
城
県
知
事
選
挙
の
出
口
調
査
で
は
、
知
事
の
多
選
に
「
弊
害
が
あ
る
」
と
答
え
る
か
否
か
が
現
職
知
事
へ
の
投
票
選
択
と
関
連
し
て

い
た
（「「
多
選
」
は
悪
く
な
い
⁉
」
Ｎ
Ｈ
Ｋ
政
治
マ
ガ
ジ
ン
二
〇
一
七
年
八
月
三
十
日
、https://w

w
w

.nhk.or.jp/politics/articles/
feature/（82（.htm

l

（
二
〇
二
二
年
九
月
三
十
日
））。
他
方
、
首
長
の
多
選
制
限
が
立
法
政
策
上
可
能
か
否
か
は
、
一
九
九
九
年
に
自
治

省
に
設
置
さ
れ
た
「
首
長
の
多
選
の
見
直
し
問
題
に
関
す
る
調
査
研
究
会
」
や
、
二
〇
〇
六
年
に
総
務
省
に
設
置
さ
れ
た
「
首
長
の
多
選

問
題
に
関
す
る
調
査
研
究
会
」
な
ど
で
も
繰
り
返
し
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。

（
（
）　

定
数
一
の
選
挙
で
は
、
た
だ
一
人
の
現
職
が
知
名
度
や
業
績
誇
示
で
極
め
て
有
利
な
立
場
に
あ
り
、
有
力
な
対
立
候
補
の
参
入
を
抑

止
す
る
威
嚇
効
果
も
働
き
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
（cf. T

sukiyam
a 20（8

）。

（
5
）　

議
院
内
閣
制
に
お
け
る
政
権
存
続
の
要
因
に
つ
い
て
は
、
日
本
語
で
は
増
山
（
二
〇
〇
二
）
が
欧
州
諸
国
を
対
象
と
し
た
研
究
の
論

争
を
整
理
し
て
い
る
。
議
院
内
閣
制
下
の
政
権
安
定
性
の
要
因
も
、
経
済
危
機
・
国
際
危
機
・
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
な
ど
の
「
事
件
」
に
注
目

す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、
多
数
政
権
か
否
か
・
与
党
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
多
様
性
な
ど
の
内
閣
の
「
属
性
」
に
注
目
す
る
も
の
が
あ
り
、
後

者
の
観
点
で
は
、
信
任
投
票
を
要
求
す
る
議
会
制
度
下
に
あ
り
、
少
数
内
閣
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
議
会
の
多
数
派
の
信
任
の
維
持
が
難
し
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い
「
属
性
」
を
有
す
る
内
閣
ほ
ど
安
定
性
を
欠
く
と
さ
れ
る
（cf. K

ing et al. （990; W
arw

ick and Easton （992

）。

（
（
）　Cox and M

orgenstern

（200（

）, p.（7（.
（
7
）　Ibid., p.（7（.

（
8
）　

た
と
え
ば
、
一
九
六
七
年
か
ら
二
〇
〇
一
年
ま
で
の
間
に
都
道
府
県
議
会
に
提
出
さ
れ
た
議
案
の
う
ち
、
知
事
提
出
議
案
が
全
体
の

九
割
弱
を
占
め
る
上
に
、
そ
の
成
立
率
は
九
七
％
を
超
え
て
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
知
事
提
出
議
案
が
成
立
し
て
い
る
（
築
山
二
〇
一
五
ｂ
、

第
三
章
）。
こ
れ
は
、
同
じ
期
間
に
国
会
に
提
出
さ
れ
た
内
閣
提
出
法
案
の
（
増
山
二
〇
〇
三
）、
法
案
全
体
に
占
め
る
割
合
（
約
五

三
％
）
や
、
そ
の
成
立
率
（
約
七
八
％
）
を
大
き
く
上
回
る
も
の
で
あ
る
。

（
9
）　

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
憲
法
に
は
、
大
統
領
が
身
体
的
・
精
神
的
な
理
由
で
職
務
遂
行
不
能
な
状
態
に
あ
る
と
い
う
「
職
務
不
能

宣
言
（declaration of incapacity

）」
を
決
議
し
た
後
、
大
統
領
を
罷
免
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
条
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
が

あ
る
（Pérez-Liñán 2007, pp.（（7-（（9

）。

（
（0
）　

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
に
お
け
る
大
統
領
の
弾
劾
手
続
き
・
罷
免
決
議
の
憲
法
規
定
に
つ
い
て
は
、Pérez-Liñán

（2007, T
able 

（.2.

）
を
参
照
。

（
（（
）　

正
確
に
は
、
議
会
は
、
議
員
数
の
三
分
の
二
以
上
の
出
席
者
か
ら
四
分
の
三
以
上
の
同
意
を
得
た
場
合
に
、
首
長
に
対
し
て
不
信
任

決
議
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
首
長
は
通
知
を
受
け
て
か
ら
十
日
以
内
に
議
会
を
解
散
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
地
方
自
治
法
第
百
七

十
八
条
第
一
項
）。
こ
の
と
き
首
長
は
、
議
会
を
解
散
し
な
い
、
ま
た
は
、
解
散
後
初
の
議
会
で
、
議
員
数
の
三
分
の
二
以
上
の
出
席
者

か
ら
過
半
数
の
同
意
を
得
て
、
再
度
不
信
任
決
議
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
失
職
す
る
（
同
第
二
項
・
第
三
項
）。

（
（2
）　

た
だ
し
、
議
会
の
任
期
終
了
直
前
は
、
議
会
を
解
散
さ
れ
る
こ
と
の
デ
メ
リ
ッ
ト
が
な
く
な
る
た
め
に
、
相
対
的
に
不
信
任
決
議
に

賛
成
し
や
す
い
タ
イ
ミ
ン
グ
と
さ
れ
る
。
後
述
す
る
大
田
正
徳
島
県
知
事
に
対
す
る
不
信
任
決
議
の
事
例
で
は
、
翌
月
に
統
一
地
方
選
挙

に
よ
る
県
議
選
を
控
え
「
失
う
も
の
は
な
い
」
中
で
、
徳
島
県
議
会
が
不
信
任
決
議
を
可
決
し
た
こ
と
へ
の
批
判
も
あ
っ
た
。『
朝
日
新

聞
』
朝
刊
・
二
面
、
二
〇
〇
三
年
三
月
二
十
二
日
。

（
（（
）　

田
中
康
夫
知
事
の
不
信
任
決
議
案
に
対
す
る
下
﨑
保
議
員
の
提
案
理
由
説
明
と
、
大
田
正
知
事
の
不
信
任
動
議
に
対
す
る
竹
内
資
浩

議
員
の
提
案
理
由
説
明
で
は
、
こ
の
同
一
の
文
言
・
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。『
長
野
県
議
会
平
成
十
四
年
六
月
定
例
会
本
会
議
第
六

号
』
二
〇
〇
二
年
七
月
五
日
。『
徳
島
県
議
会
平
成
十
五
年
二
月
定
例
会
本
会
議
第
五
号
』
二
〇
〇
三
年
三
月
二
十
日
。
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（
（（
）　
『
朝
日
新
聞
』
朝
刊
・
青
森
、
二
〇
〇
三
年
三
月
十
九
日
。

（
（5
）　

ま
た
、
法
的
拘
束
力
の
あ
る
不
信
任
決
議
に
代
え
て
、
原
則
と
し
て
法
的
拘
束
力
が
な
く
議
会
の
過
半
数
の
同
意
で
可
決
で
き
る
辞

職
勧
告
決
議
や
問
責
決
議
が
用
い
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
そ
う
し
た
決
議
の
抑
止
に
も
繫
が
る
だ
ろ
う
。

（
（（
）　

生
存
分
析
の
概
論
に
つ
い
て
は
、
増
山
（
二
〇
〇
一；

二
〇
〇
二
）
を
参
照
。

（
（7
）　

任
期
の
範
囲
は
分
析
対
象
期
間
に
ま
た
が
る
が
、
一
九
六
七
年
よ
り
前
に
知
事
選
挙
が
行
わ
れ
た
期
や
、
二
〇
一
四
年
ま
で
に
任
期

満
了
ま
た
は
辞
職
が
観
察
さ
れ
な
か
っ
た
期
は
分
析
対
象
に
含
ま
れ
な
い
。

（
（8
）　

次
回
選
挙
の
不
出
馬
と
い
う
事
象
の
発
生
確
率
が
、
次
回
選
挙
で
の
落
選
と
い
う
事
象
の
発
生
確
率
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
意
味

で
は
、
競
合
リ
ス
ク
モ
デ
ル
（com

peting risks m
odel

）
な
ど
の
異
な
る
生
存
分
析
の
手
法
が
よ
り
妥
当
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る

（Fukum
oto 2009

）。
本
稿
で
は
、
こ
の
点
は
今
後
の
課
題
と
し
て
、
政
権
の
存
続
／
終
了
と
い
う
二
項
選
択
の
問
題
を
扱
う
。

（
（9
）　

具
体
的
に
は
、
自
民
党
、
社
会
・
社
民
党
、
民
社
党
、
公
明
党
、
共
産
党
、
新
進
党
、
民
主
党
を
主
要
な
国
政
政
党
と
し
て
扱
い
、

そ
れ
ら
の
与
党
議
席
率
を
計
算
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
沖
縄
県
の
社
会
大
衆
党
と
大
阪
府
の
大
阪
維
新
の
会
に
つ
い
て
は
議
席
率
へ
の
影

響
が
大
き
い
た
め
、『
全
国
首
長
名
簿
』
の
議
会
内
党
派
別
内
訳
の
備
考
欄
に
基
づ
き
、
与
党
議
席
率
の
計
算
に
含
め
る
こ
と
と
し
た
。

な
お
、『
全
国
首
長
名
簿
』
が
公
刊
さ
れ
る
以
前
に
行
わ
れ
た
都
道
府
県
知
事
選
挙
の
推
薦
・
支
持
関
係
は
、
新
聞
記
事
の
報
道
内
容
を

基
に
デ
ー
タ
を
補
っ
た
。
議
会
構
成
は
任
期
中
に
変
化
し
う
る
の
で
、
任
期
中
各
年
の
与
党
議
席
率
の
平
均
値
を
求
め
て
い
る
。『
全
国

首
長
名
簿
』・『
日
本
統
計
年
鑑
』
の
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
砂
原
庸
介
氏
が
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し
て
い
る
デ
ー
タ
を
拡
充
す

る
形
で
作
成
し
て
い
る
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。http://w

w
w

.geocities.jp/yosuke_sunahara/data/data.htm
l

（
二
〇
一
二
年
九
月
二
十
一
日
）。

（
20
）　
『
都
道
府
県
議
会
提
要
』
で
直
接
請
求
に
基
づ
く
議
案
の
内
訳
が
示
さ
れ
た
の
は
第
六
回
以
降
で
あ
る
た
め
、
第
五
回
以
前
（
一
九

八
二
年
以
前
）
に
つ
い
て
は
、『
地
方
自
治
月
報
』
の
「
直
接
請
求
に
関
す
る
調
」
を
用
い
て
、
住
民
の
直
接
請
求
に
よ
る
知
事
提
出
議

案
の
否
決
数
を
確
認
し
て
、
こ
れ
を
除
い
た
。

（
2（
）　

な
お
、『
都
道
府
県
議
会
提
要
』
で
は
、
年
ご
と
に
議
案
数
が
集
計
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
知
事
選
挙
が
行
わ
れ
た
年
の
値
は
、
前

期
で
生
じ
た
修
正
可
決
数
・
否
決
数
を
当
期
の
実
績
値
に
含
め
て
し
ま
う
（
ま
た
は
そ
の
逆
）
と
い
う
測
定
誤
差
が
生
じ
う
る
点
に
留
意

さ
れ
た
い
。



（（（

法学研究 96 巻 2 号（2023：2）

（
22
）　

都
道
府
県
知
事
の
生
年
月
日
は
、
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
編
（
二
〇
二
二
）『
全
国
歴
代
知
事
・
市
長
総
覧
』
に
依
拠
し
た
。

（
2（
）　

無
投
票
当
選
は
（
と
し
た
。

（
2（
）　

有
効
求
人
倍
率
は
、
厚
生
労
働
省
『
職
業
安
定
業
務
統
計
（
一
般
職
業
紹
介
状
況
）』
に
基
づ
き
、
有
効
求
人
倍
率
（
パ
ー
ト
含

む
）・
原
数
値
の
年
平
均
の
値
を
用
い
て
、
任
期
中
の
各
年
の
平
均
値
を
計
算
し
た
。
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